
宇治市男女生き生きまちづくり条例 

 

公布 平成１６年１０月８日宇治市条例第２３号 

改正 平成２８年３月３１日宇治市条例第１５号 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条－第８条） 

第２章 男女共同参画に関する基本的施策（第９条－第２１条） 

第３章 男女共同参画を阻害する行為の禁止等（第２２条・第２３条） 

第４章 男女共同参画に関する苦情等及び相談の申出（第２４条・第２５条） 

第５章 宇治市男女共同参画審議会（第２６条－第３５条） 

第６章 雑則（第３６条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法において、個人の尊重及び法の下の平等がうたわれ、昭

和６０年（１９８５年）に女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約が批准さ

れたことを契機として、男女平等の実現に向けた様々な取組が国際社会における取組と連

動して進められ、平成１１年（１９９９年）には男女共同参画社会基本法が制定された。 

本市においても、市民や事業者などの協力を得て、男女平等や男女共同参画の推進に関

する多様な施策を展開してきた。しかしながら、今なお、家庭、地域、職場、学校などの

分野において、性別による固定的な役割分担意識とそれに基づく社会慣行が根強く残って

いる。さらに、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化及び国際化、情報通信の高度化

などが社会経済情勢に急激な変化を生じさせている。 

こうした現状を踏まえ、豊かで安心して生活することができ、住みたい、住んでよかつ

たと実感することができるまちを築くためには、すべての人が性別にかかわりなく、その

個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野の政策及び方針の決定過程に対等に参画するこ

とができる地域社会の実現が重要である。 

ここに、本市は、市民や事業者などと協働して男女共同参画の推進に取り組むことによ

り、市民一人ひとりが生き生きと暮らすことができるまちづくりを進めるため、この条例

を制定する。 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、



市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、本市の男女共同参画の推進に関する施

策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、

もって男女が生き生きと暮らすことができるまちづくりに資することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 男女共同参画 性別にかかわらず、男女の人権が尊重され、男女が社会の対等な構成員

として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保さ

れ、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うべきことをいう。 

⑵ 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため必要な範

囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画は、次の各号に掲げる事項を基本理念として推進されなければならな

い。 

⑴ 男女が、個人としての人権を尊重され、性別による差別的取扱いを受けることなく、個

人としての個性と能力を十分に発揮する機会が確保されること。 

⑵ 生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重され、健康の保持増進が図られること。 

⑶ 家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、暴力的行為（身体的、

精神的又は経済的な苦痛を与える行為をいう。以下同じ。）及び他の者を不快にさせる言

動が根絶されること。 

⑷ 社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をで

きる限り中立なものとするよう配慮されること。 

⑸ 男女が、社会の対等な構成員として、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる

分野における政策又は方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。 

⑹ 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他

の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該

活動と社会生活における活動とを共に行うことができるよう配慮されること。 

⑺ あらゆる教育の場において、多様な選択を可能にする教育及び学習機会の充実が図られ

ること。 

⑻ 国際社会における男女共同参画の推進に関する取組に留意し、国際的協調の下に行われ

ること。 

 

（市の責務） 



第４条 市は、基本理念にのつとり、男女共同参画の推進に関する施策（積極的格差是正措

置を含む。以下同じ。）を市の重要課題として総合的かつ計画的に策定し、及び実施する

ものとする。 

２ 市は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たつては、市民、事業者、社会のあらゆ

る分野において教育活動を行う者（以下「教育に携わる者」という。）及び市内において

非営利的活動を行う市民団体等（以下「市民団体等」という。）（以下「市民等」と総称

する。）並びに国、京都府その他の地方公共団体と連携し、及び協力して取り組むものと

する。 

３ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するために必要な体制の整備及び財政上

の措置を講ずるものとする。 

 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分

野において主体的かつ自立的に男女共同参画の推進に取り組むよう努めるとともに、地

域に根ざした男女共同参画の推進に努めなければならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければな

らない。 

 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の

確保等に関する法律（昭和４７年法律第１１３号）、育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）、次世代育成支援対策推

進法（平成１５年法律第１２０号）及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律（平成２７年法律第６４号）を遵守するとともに、その事業活動に関し、男女共同参

画の推進に努めなければならない。 

２ 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

 

（教育に携わる者の責務） 

第７条 教育に携わる者は、教育が男女共同参画の推進に果たす役割の重要性にかんがみ、

個々の教育本来の目的を実現する過程において、基本理念を踏まえた教育を行うよう努

めなければならない。 

２ 教育に携わる者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努め

なければならない。 

 

（市民団体等の責務） 



第８条 市民団体等は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めるとともに、活動

方針の決定、活動計画の立案等において、男女が共に参画する機会を確保するよう努め

なければならない。 

２ 市民団体等は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなけ

ればならない。 

 

第２章 男女共同参画に関する基本的施策 

 

（男女共同参画計画） 

第９条 市長は、地域に根ざした男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実

施するため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画計画」と

いう。）を策定しなければならない。 

２ 市長は、男女共同参画計画の策定に当たっては、あらかじめ宇治市男女共同参画審議会

の意見を聴くとともに、市民等の意見が反映されるよう努めなければならない。 

３ 市長は、男女共同参画計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

４ 市長は、社会情勢の変化に対応するため、必要に応じて男女共同参画計画の見直しを行

わなければならない。 

５ 第２項及び第３項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。 

 

（施策の策定及び実施に当たっての配慮） 

第１０条 市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施

するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮するものとする。 

 

（市民等の理解を深めるための措置） 

第１１条 市は、基本理念に関する市民等の理解を深め、情報を主体的に読み解くための能

力の向上が図られるよう、情報及び学習機会の提供、広報活動その他の必要な措置を講

ずるものとする。 

 

（積極的格差是正措置） 

第１２条 市は、法令等により設けられた委員、委員会、審議会、審査会及びこれらに準ず

るものの構成員の任命又は委嘱については、積極的格差是正措置を講ずることにより、

男女の均等を図るよう努めるものとする。 

２ 市は、職員の登用及び職域の拡大については、積極的格差是正措置を講ずるよう努める

ものとする。 

 

（雇用の分野における男女共同参画） 



第１３条 市は、事業者に対し、その雇用における男女共同参画の推進に関して行う活動を

支援するため、学習機会の提供、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し男女共同参画の推進に関する取組の

状況について報告を求めることができる。 

 

（個人で営む事業における男女共同参画） 

第１４条 市は、農業及び商工業等の分野における個人で営む事業において、男女共同参画

が推進されるよう情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 

 

（家庭生活における活動と職業生活における活動の両立等） 

第１５条 市は、市民が家庭生活における活動と職業生活における活動の両立を図ることが

でき、地域社会に参加することができるよう必要な支援及び環境の整備に努めるものと

する。 

 

（教育における男女共同参画） 

第１６条 市は、学校教育をはじめとするあらゆる分野の教育において、男女共同参画を推

進する教育及び学習活動の振興に努めるものとする。 

 

（市民等の活動の支援） 

第１７条 市長は、市民等が行う男女共同参画の推進のための活動を促進するため、市民等

との協働に努めるとともに、情報の提供その他の必要な支援を行わなければならない。 

 

（年次報告書の公表） 

第１８条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について年次報告書を作成

し、これを公表しなければならない。 

 

（市民等の表彰） 

第１９条 市長は、男女共同参画の推進に関する取組の普及を図るため、当該取組を積極的

に行ったと認められる市民等を表彰することができる。 

 

（情報収集及び調査研究） 

第２０条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するため、必要な情報

収集及び調査研究を行わなければならない。 

 

（拠点施設） 

第２１条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施し、及び市民等が行う男女共同参



画の推進に関する活動を支援するため、宇治市男女共同参画支援センター条例（平成１

５年宇治市条例第６号）第１条に規定する宇治市男女共同参画支援センターをそれらの

拠点施設とする。 

 

第３章 男女共同参画を阻害する行為の禁止等 

 

（性別による権利侵害の禁止） 

第２２条 何人も、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、性別に

よる差別的取扱いを行ってはならない。 

２ 何人も、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、他の者に対し

性的な言動を行うことにより、その者の生活の環境を害し、若しくは不快な思いをさせ、

又は当該性的な言動を受けた者の対応により、その者に不利益を与える行為を行っては

ならない。 

３ 何人も、配偶者等（夫婦関係及び恋愛関係にある男女その他の密接な関係にある男女の

いずれか一方をいう。以下同じ。）に対し、暴力的行為を行ってはならない。 

 

（市民に表示される情報の制限） 

第２３条 市は、市が作成し、広く市民に表示する情報において、性別による固定的な役割

分担意識及び配偶者等に対する暴力的行為を助長し、及び連想させる表現並びに過度の

性的な表現を行わないものとする。 

２ 市は、広く市民に表示される情報において、性別による固定的な役割分担意識及び配偶 

者等に対する暴力的行為を助長し、及び連想させる表現並びに過度の性的な表現が行わ

れないよう啓発活動に努めるものとする。 

 

第４章 男女共同参画に関する苦情等及び相談の申出 

 

（苦情等の申出） 

第２４条 市民等は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推

進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、苦情等があるときは、市長に申し出ること

ができる。 

２ 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、関係機関と連携を図るとともに、必要

な措置を講じなければならない。 

 

（相談の申出） 

第２５条 市民等は、性別による差別又は男女共同参画を阻害する要因により権利侵害のお

それがある旨の相談があるときは、市長に申し出ることができる。 



２ 市長は、前項の規定による申出を適切かつ迅速に処理するため、本市に宇治市男女共同

参画相談員（以下｢相談員｣という。）を置く。 

３ 次の各号に掲げる事項については、第１項の規定による申出をすることができない。 

⑴ 裁判所において係争中の事項又は判決等のあった事項 

⑵ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）等の規定による不服申立てを行っている事

項又は裁決等のあつた事項 

⑶ 議会に請願又は陳情を行っている事項 

⑷ 相談員に関する事項 

４ 相談員は、必要に応じ、関係者に対しその同意を得た上でその説明若しくは意見を聴き、

又は資料の提出を求め、及び必要があると認めるときは、助言、是正の要望等を行うも

のとする。 

５ 相談員は、３人以内とする。 

６ 相談員は、男女共同参画の推進に関し、知識及び経験のある者のうちから市長が委嘱す

る。 

７ 相談員の任期は、２年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

８ 相談員は、再任されることができる。 

 

第５章 宇治市男女共同参画審議会 

 

（設置） 

第２６条 男女共同参画の推進を図るため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３

８条の４第３項の規定に基づき、市長の附属機関として、宇治市男女共同参画審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

 

（所掌事項） 

第２７条 審議会は、市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する重要事項を調査及び

審議を行い、市長に答申する。 

２ 審議会は、前項に規定する重要事項に関し必要があると認める事項について、市長に意

見を述べることができる。 

 

（組織） 

第２８条 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市民代表 



⑶ その他市長が適当と認める者 

 

（任期） 

第２９条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 

（会長及び副会長） 

第３０条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し､会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 

（会議） 

第３１条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

 

（専門部会） 

第３２条 審議会は、必要に応じて専門部会を設置し､審議会が必要とする事項について調

査、研究等を行わせることができる。 

 

（意見の聴取等） 

第３３条 会長は、審議会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議

に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 

（審議会の庶務） 

第３４条 審議会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。 

 

（会長への委任） 

第３５条 この章に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議決

を経て会長が定める。 

 

第６章 雑則 



 

（委任） 

第３６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則（平成１６年１０月８日条例第２３号） 

１ この条例は、公布の日から起算して２月を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。ただし、第２５条の規定は、公布の日から起算して５月を超えない範囲内に

おいて規則で定める日から施行する。 

２ この条例の施行後最初の審議会の会議の招集は、第３１条第１項の規定にかかわらず、

市長が行う。 

 

附 則（平成２８年３月３１日条例第１５号） 

 この条例は、平成２８年３月３１日から施行する。 


